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選挙区（コープ委員会を構成するエリア）ごとの総代定数（総代定数342人）
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2024年総代定数選出基準
　 1 ～ 1 , 1 9 9

1 , 2 0 0 ～ 1 , 9 9 9
2 , 0 0 0 ～ 2 , 7 9 9
2 , 8 0 0 ～ 3 , 5 9 9
3 , 6 0 0 ～ 4 , 3 9 9
4 , 4 0 0 ～ 5 , 1 9 9
5 , 2 0 0 ～ 　　　　

（１）受け付ける役員の区分について
①ブロック理事　～生協の事業と運営にかかわる
非常勤の理事で、ブロック内の組合員活動や会
議の援助を行い、ブロック内の組合員の声を理
事会の審議議決に反映させる理事。
②全域組合員理事　～生協の事業と運営にかかわ
る非常勤の理事で、全県を単位とする組合員活
動や会議の援助を行い、組合員の声を、理事会
の審議議決に反映させる理事。
③監事　～生協の財産及び理事の業務執行の状況
を監査する役員。
（２）申出方法と受付期間
・推薦を受けることを希望される組合員さんは、
事務局（機関運営部・坂本健一、0985-32-1234）
まで、電話でご連絡ください。折り返し申込書
を送付します。

・受付期間は４月１日午前９時から４月12日午後
５時までとし、事務局に申込書が届いたものに
ついて受け付けます。

（３）理事・監事候補者の決定について
・理事・監事候補者は５月理事会で決定し、選任
議案をつくります。理事会は、組合員さんのく

らしに役立つ安定した事業経営を継続するため、
次期役員選出の責任があります。よって、理事
会として、理事・監事候補予定者の準備をあら
かじめすすめます。

・ブロック理事区分は、４月のブロック理事推薦
委員会で、申出のあった組合員さんも含めて検
討し候補者の推薦を決めます。５月の理事会で
はそれを尊重して、各ブロック１人の候補者を
決定します。

・全域組合員理事区分は、申出のあった組合員さ
んも含めて検討し、５月理事会で定数内の候補
者を決定します。

・監事区分は、申出のあった組合員さんも含めて
検討し、監事の過半数の同意を得て５月理事会
で定数内の候補者を決定します。

（４）その他
・理事・監事の選任について定めている「役員選
任規約」及び区分ごとの定数については、事務
局へお問い合わせください。

・有識者・経験者理事区分及び常勤理事区分につ
いては、推薦の受付はしていません。

　今年６月25日の総代会において、第27期（2024年度・2025年度）の役員（理事・監事）の
選任を行います。理事会は、総代会議案として理事・監事候補者の入った役員選任議案を提案
しますが、それに先立って、「役員選任規約」に基づいて、推薦を受けることを希望する組合
員さんからの申出を受け付けます。
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1988
1369
2623
2043
1243
3363
1628
3015
1495
1126
1386
1766
2578
2093
1451
629
569
731
1934
595
141

1137
2797
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2249
2581
1859
1184
679
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3036
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2224
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3053
2534

2543
2960
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3277
2001
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2586
1745
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1905
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1271
1503
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1496
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1236
3309
4753
2449
2372
2106
1580
3899
1655
1095
2419
1758
1477
2922
3907
1873

2318
2552
2173
1882
993
1492
2440
3031
1023
710
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来
る
６
月
25
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火
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、
シ
ー
ガ
イ
ア
コ
ン
ベ
ン
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ン
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
第
53
回
通
常
総
代
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

総
代
会
の
開
催
に
向
け
て
、
二
〇
二
四
年
度
総
代
選
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を
行
い
ま
す
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、
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い
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案
の
審
議
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行
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ま
す
。
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に
つ
い
て
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二
〇
二
四
年
度
の
総
代
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挙
に
つ
い
て
、

定
款
第
四
六
条
お
よ
び
総
代
選
挙
規
約
（
以

下
規
約
と
い
う
）
に
基
づ
い
て
、
左
記
の
と

お
り
公
示
い
た
し
ま
す
。

記

一
、
規
約
第
四
条
に
も
と
づ
き
、
総
代
選
挙

管
理
委
員
に
國
分
た
か
子
さ
ん
、
小
川
三

枝
子
さ
ん
、
黒
川
千
枝
美
さ
ん
、
大
庭
み

づ
ほ
さ
ん
、
柳
井
や
す
の
さ
ん
の
五
人
を

任
命
い
た
し
ま
し
た
。

二
、
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挙
区
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よ
び
定
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は
、
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約
第
二
条

と
第
三
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に
も
と
づ
き
、
二
〇
二
四
年
度

の
各
コ
ー
プ
委
員
会
を
構
成
す
る
エ
リ
ア

を
選
挙
区
と
し
、
次
の
と
お
り
決
定
い
た

し
ま
し
た
の
で
、
候
補
者
を
募
り
ま
す
。
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以
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い
う
）
第

五
条
、
八
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、
九
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、
一
〇
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一
一
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、

一
二
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も
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て
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二
四
年
度
の
総
代
選
挙
の
す
す
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い
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、
公
示
い
た
し
ま
す
。
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時

●
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薦
の
受
付
期
間

　

二
〇
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年
四
月
八
日
よ
り
、
四
月
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十

三
日
午
後
五
時
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代
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挙
管
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務

局
（
生
協
本
部
機
関
運
営
部
）
着
と
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ま
す
。

●
選
挙
日
（
投
票
日
）

　

二
〇
二
四
年
五
月
十
日
の
午
前
十
時
〜
午

後
五
時
と
し
ま
す
。

一
、
選
挙
の
場
所

　
　

各
選
挙
区
に
て
実
施
し
ま
す
。

一
、
選
挙
の
方
法

　

● 

選
挙
は
、
各
選
挙
区
ご
と
に
行
い
、
候

補
者
が
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
投
票

に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。

　

● 

投
票
は
一
人
一
票
、無
記
名
連
記
制
と
し
、

組
合
員
自
ら
が
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

　
　

な
お
、
定
数
以
内
で
あ
る
選
挙
区
に
つ

い
て
は
、
投
票
を
省
略
し
て
全
員
を
当

選
人
と
し
ま
す
。

一
、
立
候
補
お
よ
び
推
薦
の
手
続
き

　

● 

届
け
出
は
、
総
代
選
挙
管
理
委
員
会
が

作
成
す
る
所
定
の
総
代
立
候
補
届
出
用

紙
に
記
入
の
う
え
、
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

● 

届
け
出
は
総
代
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局（
生
協
本
部
機
関
運
営
部
）に
四
月
二

十
三
日
午
後
五
時
必
着
と
し
ま
す
。

一
、
選
挙
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お
よ
び
被
選
挙
権
の
資
格

　

二
〇
二
四
年
三
月
三
十
一
日
現
在
、
生
活

協
同
組
合
コ
ー
プ
み
や
ざ
き
の
組
合
員
名
簿

に
登
録
さ
れ
、
選
挙
日
に
組
合
員
で
あ
る
人

と
し
ま
す
。
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上

二
〇
二
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度
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第
二
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総
代
選
挙
の
す
す
め
か
た
に
つ
い
て

お問い合わせ／お申し込み先
機関運営部　坂本 健一まで

0985（32）1234

　理事会を構成するメンバーで、生協を代
表する組合員のことです。
　総代会決定にもとづき、生協の財産や業
務執行に関する大事なことはすべて理事会
の承認を得なければなりません。方針や業
務執行が定款や規約に照らし問題がないか
を監視、監督したり、いろいろな角度から
の組合員さんの思いや願いを受け止め、生
協の運営の中に生かしていくために大切な
役割を担っています。

"理事"ってなあに？

（2024年３月１日の組合員台帳より）

（44）

東海東
伊　形
岡　富
延　岡
恒　富
延岡南
東　海
南　方
緑ヶ丘
一ヶ岡
北　方
土々呂
延岡東
　旭
延岡西
北　川
五ケ瀬
日之影
高千穂
北　浦
島　浦

（27）

日知屋
富　高
財光寺
門　川
大王谷
財光寺南
日知屋東
五十鈴
美々津
Ｈ東郷
椎　葉
諸　塚
Ｈ南郷

西　郷
Ｈ北郷

（29）

妻　北
高鍋東
新　富
妻　南
穂　北
高鍋西
川　南
都　農
木　城
西都西
西米良

（38）

広　瀬
広瀬西
広瀬北
那　珂
住吉（東）
住吉南
池　内
大宮（東）
宮崎東
佐土原
大宮（西）
東大宮
住吉（西）

（32）

宮　崎
小　戸
西　池
江　平
　檍
潮　見

宮崎港
檍　北

（34）

瓜生野・倉岡 
大　塚
江南（東）
宮崎西
生　目
高　岡
本　庄
　綾
江南（西）
小松台
木　脇
生目台東
生目台西
穆　佐
八　代

（42）

大淀・古城
恒　久
赤　江
宮崎南
本　郷
国　富
木　花
清　武
田　野
加　納

（24）

小　林
小林南
高　原
東　方
えびの東

えびの西
西小林
三　松
細　野
野　尻
須　木

（49）

山之口
山田庄内
都城東・上長飯
都城西
都城南・明道
高　城
三　股
沖　水
高　崎
川　東
五十市
大　王
志和池
祝　吉
三股西
梅北・安久

（23）

飫　肥
吾　田
油　津
南　郷
北　郷
東　郷
吾田東
串　間
細田・大堂津
潟上・榎原


